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策定方針（案） 

 

１．羽村市が目指す生涯学習社会の姿「人とつながる　豊かな心を育む　未来にひろ

がる　はむらの学び」は、第二次羽村市生涯学習基本計画 10 年間を通じて掲げる

もの。 

 

２．前期基本計画の 3 つの「基本方針」は、羽村市が目指す生涯学習社会の姿を体現

するために掲げたものであり、前期基本計画では、この基本方針のもと、4 つの

「基本施策」及びそれに連なる「施策」を 10 項目設定しており、後期基本計画に

おいてもこれを踏襲することを原則とするが、生涯学習推進委員会及び生涯学習審

議会の審議の過程において必要であれば見直すことも可能とする。 

 

３．各施策の「方針」、「現状と課題」、「事業の方向性」については、前期基本計画の

実績や社会教育委員の会議からの答申、子供アンケート結果を参考に事務局案を提

示し、生涯学習推進委員会及び生涯学習審議会で内容を審議いただく。


